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告 示 

 

滋賀県告示第35号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき申出のあった次の病院は、同項

に規定する救急病院である。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

医療機関の名称 開  設  者 所    在    地 認 定 期 限 

医療法人社団仁生会 甲 

南病院 
医療法人社団仁生会 甲賀市甲南町 木958番地 令和10.２.11 

 

滋賀県告示第36号 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定に基づき、特定農業用ため

池を次のとおり指定した。 

令和７年２月４日 

滋賀県知事  三 日 月  大  造 

 

特定農業用ため池の名称 特 定 農 業 用 た め 池 の 所 在 地 指定年月日 

上野大池 大津市伊香立途中町 

 天壼池 大津市国分二丁目 

図越池 大津市関津三丁目 
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曽根池 大津市関津三丁目  

 

令和７.１.20 

洗馬池 大津市千町三丁目 

くそがめ池 大津市伊香立下在地町 

宮池（真野普門） 大津市真野普門三丁目 

小池 大津市平津二丁目 

宮池（石居） 大津市石居一丁目 

砂池 草津市木川町 

桜池 野洲市北桜 

 

滋賀県告示第37号 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定に基づき令和２年滋賀県告

示第124号で指定した次の特定農業用ため池の指定を解除した。 

令和７年２月４日 

滋賀県知事  三 日 月  大  造   

 

特定農業用ため池の名称 特 定 農 業 用 た め 池 の 所 在 地 解除年月日 

吉入溜  長浜市鳥羽上町字吉入谷1304 

令和７.１.20 
常喜溜 長浜市本庄町字一石谷1117－１ 

口溜 長浜市小一条町字公屋ノ谷269 

北野池 長浜市谷口町字石川前1136 

 

滋賀県告示第38号 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定に基づき令和２年滋賀県告

示第132号で指定した次の特定農業用ため池の指定を解除した。 

令和７年２月４日 

滋賀県知事  三 日 月  大  造 

 

特定農業用ため池の名称 特 定 農 業 用 た め 池 の 所 在 地 解除年月日 

遠源谷池  大津市北大路三丁目555 
令和７.１.20 

杉迫池 甲賀市甲南町柑子字杉迫1409 他６筆 

 

滋賀県告示第39号 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第７条第１項の規定に基づき令和２年滋賀県告

示第188号で指定した次の特定農業用ため池の指定を解除した。 

令和７年２月４日 

滋賀県知事  三 日 月  大  造 

 

特定農業用ため池の名称 特 定 農 業 用 た め 池 の 所 在 地 解除年月日 

芋谷池 高島市今津町梅原字芋谷1306 令和７.１.20 

 

滋賀県告示第40号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次の道路の区域を変更する。 

この関係図面は、令和７年２月４日から令和７年２月18日まで滋賀県土木交通部道路保全課において一般の縦覧に

供する。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

道 路 

の 路 線 名 

道  路  の  区  域 

 変更の 敷 地   



令和 7 年（2025 年）2 月 4日 滋  賀  県  公  報 第 585 号 3 

種 類 
 

区    間 前後の 

別 

の 

幅 員 

延  長 備  考 

県道 

片岡栗東線 

守山市勝部五丁目字南上赤目 

830番地先から 

 

守山市千代町字正田82番４地 

先まで 

変更後 

最小 

24.0ｍ 

～  

最大 

39.5ｍ 

596.7ｍ 

道路改良工事 

（現道拡幅） 

に伴う道路区 

域の変更 

変更前 

最小 

21.5ｍ 

～  

最大 

33.4ｍ 

596.7ｍ 

松尾寺豊郷線 

犬上郡豊郷町大字下枝字柳橋 
52番地先から 

 

犬上郡豊郷町大字下枝字柳橋 

52番１地先まで 

 

変更後 

最小 

7.0ｍ 

～  

最大 

15.2ｍ 

39.4ｍ 

道路改良工事 

（現道拡幅） 

に伴う道路区 

域の変更 

変更前 

最小 

6.5ｍ 

～  

最大 

11.9ｍ 

39.4ｍ 

 

滋賀県告示第41号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。 

この関係図面は、令和７年２月４日から令和７年２月18日まで滋賀県土木交通部道路保全課において一般の縦覧に

供する。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の年月日 備 考 

松尾寺豊郷線 
犬上郡豊郷町大字下枝字柳橋52番地先から 

犬上郡豊郷町大字下枝字柳橋52番１地先まで 
令和７.２.10 

10時 
Ｌ＝39.4ｍ 

 

公 告 

 

大規模小売店舗の変更の届出の公告 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、大規模小売店舗に関し同法第５条第

１項第５号に掲げる事項の変更をしようとする旨の届出があったので公告する。 

令和７年２月４日 

滋賀県知事  三 日 月  大  造 

１ 大規模小売店舗の名称および所在地 レイクモール坂本店 大津市坂本七丁目24番１号 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、代表者の氏名 株式会社平

和堂 彦根市西今町１番地 代表取締役 平松正嗣 

３ 変更しようとする事項  

(1) 変更前  

ア 駐車場の位置および収容台数 届出書の添付図面記載のとおり 541台 

イ 駐車場の自動車の出入口の数および位置 届出書の添付図面記載のとおり ６か所 

(2) 変更後  

ア 駐車場の位置および収容台数 届出書の添付図面記載のとおり 266台 
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イ 駐車場の自動車の出入口の数および位置 届出書の添付図面記載のとおり ５か所 

４ 変更年月日 令和７年９月21日 

５ 変更の理由 隔地駐車場の返還、屋上の老朽化に伴う閉鎖および従業員駐車場を増加させるため 

６ 届出年月日 令和７年１月20日 

７ 届出書類の縦覧場所および縦覧期間  

(1) 縦覧場所 

滋賀県総合企画部県民活動生活課県民情報室 大津市京町四丁目１番１号 

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 大津市京町四丁目１番１号 

大津市産業観光部商工労働政策課 大津市御陵町３－１ 

(2) 縦覧期間 令和７年２月４日から令和７年６月４日まで 

８ 意見書の提出期限および提出先  

(1) 提出期限 令和７年６月４日 

(2) 提出先 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 

 

県営土地改良事業変更計画決定公告 

県営野村地区土地改良事業（経営体育成基盤整備事業）については、土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第

１項の規定に基づき土地改良事業計画を令和７年１月28日に変更したので、同条第６項において準用する同法第87条

第５項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 縦覧に供する書類 県営野村地区土地改良事業（経営体育成基盤整備事業）変更計画書の写し 

２ 縦覧場所 滋賀県湖北農業農村振興事務所田園振興課および長浜市役所産業観光部田園整備課 

３ 縦覧期間 令和７年２月４日から令和７年３月６日まで 

この処分について不服のある者は、滋賀県知事に対して書面により令和７年３月21日までに審査請求をすることが

できる。 

 

建設業法に基づく営業の停止処分の公告 

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定により次に示す処分を行ったので、同法第29条の５第１項の

規定により公告する。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 処分をした年月日 令和７年１月22日 

２ 処分を受けた者  

(1) 商号 庄商事株式会社 

(2) 主たる営業所の所在地 草津市岡本町164番地２ 

(3) 代表者の氏名 猛 

(4) 建設業者の許可番号 滋賀県知事許可（般－06）第22675号 

３ 処分の内容  

(1) 処分の内容 建設業法第28条第３項に基づく営業の停止命令 

(2) 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 

（注１） 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営

業をいう。 

（注２） 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１に掲げる公共法

人（地方公共団体を除く。）または建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する

法人が発注者である建設工事をいう。 

(3) 停止を命ずる期間 令和７年２月５日から令和７年２月７日までの３日間 

４ 処分の原因となった事実 庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功二丁目２番地旧神功小学校校舎

解体撤去等工事現場において、令和５年12月18日、労働者に、深さ約２メートルの掘削構内の杭抜きのための明か

り掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじ

め土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内
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で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。 

これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、

罰金50万円の略式命令を受け、令和６年９月13日にその刑が確定した。 

  このことが、建設業法第28条第１項第３号に該当すると認められる。 

 

公共測量実施公告 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、農林水産省近畿農政局淀

川水系土地改良調査管理事務所長 藤山 健人から公共測量の実施について次のとおり通知があった。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量、用地測量） 

２ 作業の地域 東近江市林田町 

３ 作業の期間 令和７年１月15日から令和７年６月15日まで 

 

公共測量終了公告 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、測量計画機関である滋賀

県知事 三日月 大造から公共測量の終了について次のとおり通知があった。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量） 

２ 作業の地域 甲賀市水口町伴中山 

３ 作業の終了日 令和６年12月27日 

 

令和７年経営事項審査実施公告 

建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第19条の６第１項および第21条の２第１項の規定に基づき、経営規

模等評価の申請および総合評定値の請求の時期および方法等を次のとおり定めたので、公告する。 

なお、経営状況分析の申請については、建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の24第１項の登録経営状況分析機

関が建設業法施行規則第19条の２第１項の規定に基づき公示する申請の時期および方法等に従い、行うものとする。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 書面による申請に係る申請日および受付場所 

 (1) 書面による申請に係る受付は、決算期ごとに別表に定める申請日および受付場所において午前９時から午後４

時まで（正午から午後１時までを除く。）行う。ただし、申請日および受付場所は、会場等の都合により変更す

る場合がある。 

(2) 新たに経営事項審査申請をしようとする者（個人業者または法人業者の別および決算期の別を問わない。）は、

別表に定めるもののほか、滋賀県土木交通部監理課がこの公告の日から令和７年５月20日(火)までの間において

指定した日時および場所において補完的に受付を行う。 

(3) 組織変更および承継をした者については、別表に定めるもののほか、滋賀県土木交通部監理課が指定した日時

および場所において受付を行う場合がある。 

２ 書面による申請に係る受付方法 

 (1) 令和６年中に経営事項審査を受審した者に対しては、前回の審査基準月（決算月）ごとおよび主たる営業所の

所在地ごとに受付日時および場所を指定し、通知する。 

 (2) 新たに経営事項審査申請をしようとする者（個人業者または法人業者の別および決算期の別を問わない。）、

決算期変更が生じた者、組織変更後第１期決算を終えた者または指定した日時に都合がつかない者は、別表に定

める申請日および受付場所のうちから希望するものをあらかじめ予約すること。 

 (3) 組織変更および承継をした者は、予約等について滋賀県土木交通部監理課に問い合わせること。 

予約受付は、次の専用電話番号のみで行う。 

専用電話番号 077－527－5678 

  電話予約の受付時間は、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とし、予約受付期間は、

別表に定めるとおり（閉庁日を除く。）とする。 
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(4) (1)により受付日時および場所を指定された者が、経営事項審査電子申請システム（以下「システム」という。）

を利用して経営事項審査申請をしようとする場合は、(3)の専用電話番号に連絡し、指定された受付日時および場

所を取り消すこと。 

３ システムによる申請に係る申請日および受付方法 

 (1) システムを利用して経営事項審査申請をする者は、システムが稼働している日および時間において、システム

上で申請すること。 

(2) 組織変更および承継をした者については、１(3)および２(3)に定めるところにより、書面による申請を行うこと。 

４ 公告に関する問合せ先  

滋賀県土木交通部監理課建設業係 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話番号 077－528－4114 
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別表 令和７年経営事項審査申請受付時期（対象：令和６年10月～令和６年12月決算法人、個人事業者） 

 

令和６年10月 令和７年３月５日(水) 令和７年２月５日(水)～ 令和７年２月26日 (水)

　　　　11月、12月 令和７年４月14日(月)、15日（火） 令和７年３月14日(金)～ 令和７年４月８日 (火)

個人 令和７年５月20日(火) 令和７年４月18日(金)～ 令和７年５月13日 (火)

令和６年10月 令和７年３月５日(水) 令和７年２月５日(水)～ 令和７年２月26日 (水)

　　　　11月、12月 令和７年４月14日(月)、15日（火） 令和７年３月14日(金)～ 令和７年４月８日 (火)

個人 令和７年５月８日(木) 南部合同庁舎本館４階４Ａ会議室 令和７年４月８日(火)～ 令和７年５月１日 (木)

令和６年10月 令和７年３月４日(火) 令和７年２月４日(火)～ 令和７年２月25日 (火)

　　　　11月、12月 令和７年４月10日(木) 令和７年３月10日(月)～ 令和７年４月３日 (木)

個人 令和７年５月14日(水) 令和７年４月14日(月)～ 令和７年５月７日 (水)

令和６年10月 令和７年３月４日(火) 令和７年２月４日(火)～ 令和７年２月25日 (火)

　　　　11月、12月 令和７年４月10日(木) 令和７年３月10日(月)～ 令和７年４月３日 (木)

個人 令和７年５月19日(月) 東近江合同庁舎３階３Ｃ会議室 令和７年４月18日(金)～ 令和７年５月12日 (月)

令和６年10月 令和７年３月６日(木) 令和７年２月６日(木)～ 令和７年２月27日 (木)

　　　　11月、12月 令和７年４月11日(金) 令和７年３月11日(火)～ 令和７年４月４日 (金)

個人 令和７年５月12日(月)、13日（火） 令和７年４月11日(金)～ 令和７年５月７日 (水)

令和６年10月 令和７年３月６日(木) 令和７年２月６日(木)～ 令和７年２月27日 (木)

　　　　11月、12月 令和７年４月11日(金) 令和７年３月11日(火)～ 令和７年４月４日 (金)

個人 令和７年５月15日(木)、16日（金） 湖北合同庁舎１階第１会議室 令和７年４月15日(火)～ 令和７年５月９日 (金)

令和６年10月 令和７年３月６日(木) 令和７年２月６日(木)～ 令和７年２月27日 (木)

　　　　11月、12月 令和７年４月11日(金) 令和７年３月11日(火)～ 令和７年４月４日 (金)

個人 令和７年５月９日(金) 木之本合同庁舎１階会議室 令和７年４月９日(水)～ 令和７年５月２日 (金)

令和６年10月 令和７年３月５日(水) 令和７年２月５日(水)～ 令和７年２月26日 (水)

　　　　11月、12月 令和７年４月14日(月)、15日（火） 令和７年３月14日(金)～ 令和７年４月８日 (火)

個人 令和７年５月７日(水) 高島合同庁舎２階２Ａ会議室 令和７年４月７日(月)～ 令和７年４月30日 (水)

新 規 申 請 者 、 決 算 期 変 更 の 生 じ た 者 等 の 電 話

予 約 受 付 期 間 （ 閉 庁 日 を 除 く 午 前 ９ 時 か ら 午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。））

大 津 市
法人

大津合同庁舎３階３Ａ会議室

審査対象者
所在市・郡

法人
個人

審査基準月
（決算月）

申　　請　　日 受　　　付　　　場　　　所

法人 湖東合同庁舎１階１Ｃ会議室

彦 根 市
愛 知 郡
犬 上 郡

法人
湖東合同庁舎１階１Ｃ会議室

大津合同庁舎３階３Ａ会議室

高 島 市
法人 大津合同庁舎３階３Ａ会議室

長 浜 市
米 原 市

法人

草 津 市
守 山 市
栗 東 市
野 洲 市

法人

湖東合同庁舎１階１Ｃ会議室

長 浜 市
（旧伊香郡）

甲 賀 市
湖 南 市

法人
甲賀合同庁舎１階１Ａ会議室

近 江 八 幡 市
東 近 江 市
蒲 生 郡

法人 甲賀合同庁舎１階１Ａ会議室
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一般競争入札の公告 

令和７年度ボートレースびわこ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルライブ配信業務の契約について、次のとおり特定調

達契約に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定により

公告する。 

令和７年２月４日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

 (1) 契約業務名および数量 令和７年度ボートレースびわこ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルライブ配信業務 一式 

 (2) 契約業務の内容等 入札説明書による。 

 (3) 契約期間 契約締結の日から令和８年３月31日(火)まで 

 (4) 履行場所 びわこモーターボート競走場 大津市茶が崎１番１号 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 

  (2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

 (3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

 (4) 入札参加者に必要な資格等（令和６年滋賀県告示第22号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 

   営業種目 大分類：役務 中分類：イベントまたは映像・音声情報製作 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは次に示す場

所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、審査および登録までに時間を要するため、申請

の時期によってはこの公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。 

滋賀県会計管理局管理課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314 

(5) 令和４年４月１日以降においてＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを活用した配信実績が１つ以上あること。 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、(1)から

(3)までに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。必

要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加することが

できない。 

 (1) 必要とする書類 

ア 入札説明書において示す入札参加資格確認申請書 

イ 令和４年４月１日以降においてＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを活用した配信実績が１つ以上あることを証する

書類 

(2) 提出期限 令和７年２月28日(金)17時 

(3) 提出場所 滋賀県総務部びわこボートレース局（びわこモーターボート競走場内） 〒520-0023 大津市茶が

崎１番１号 電話 077－522－1122 

４ 入札執行の日時、場所等 

 (1) 入札書および提案書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所ならびに問合せ先 滋賀県総務

部びわこボートレース局（びわこモーターボート競走場内） 〒520－0023 大津市茶が崎１番１号 電話 077－

522－1122 電子メールアドレス bl00@pref.shiga.lg.jp 

 (2) 契約条項を示す期間 令和７年２月４日(火)から令和７年２月28日(金)までの９時から17時まで（最終日は12

時まで） 

 (3) 入札説明書の交付方法 入札説明書は、(1)に示す場所において交付する。郵送による交付は行わない。なお、

電子メールによる交付も希望に応じて行う。電子メールによる交付を希望する場合は、メール表題を「令和７年

度ボートレースびわこ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルライブ配信業務に係る資料の交付請求」とし、メール本文

に法人等の名称、担当者の所属および氏名、連絡先電話番号ならびに交付先の電子メールアドレスを記載した電

子メールを(1)に示す問合せ先に送付の上、電話で連絡すること。 

 (4) 入札説明会 行わない。 

 (5) 入札書および提案書の受領期限 令和７年３月21日(金)12時 

 (6)  入札書および提案書の提出方法 持参または郵送（簡易書留に限る。）による。郵送による場合、入札書に記

載する入札日は、公告日から(5)に示す入札書および提案書の受領期限までの日付を記入すること。 
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 (7) 開札の日時および場所 令和７年３月21日(金)15時 びわこモーターボート競走場内５階小会議室 

  (8) 対面評価 令和７年３月24日(月)に対面による評価検討会を設定する。実施日程について連絡を行うので、該

当する入札参加者は対応すること。なお、都合により日程を変更する場合がある。 

(9) 落札者の決定 令和７年３月28日(金)（予定）。(8)の対面評価を経て決定するので、日程が前後する場合があ

る。 

５ 入札方法等 

 (1) 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定によるものとする。 

(2) 落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式をもって行うので、入札参加者は、入札書とともに本業務に係る

提案書を提出しなければならない。 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額のうち当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 

７ 契約書の作成の要否 要 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

 (1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

 (2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀

県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行ったもののうち、令和７年度ボート

レースびわこ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルライブ配信業務委託に係る落札者決定基準に基づき、提案内容を公平

かつ客観的に評価し、提案書の内容による評価点（以下「技術点」という。）に入札価格による評価点（以下「価

格点」という。）を加算した評価点（以下「総合評価点」という。）の最も高い者を落札者とする。 

なお、総合評価点の構成は、次のとおりとする。 

総合評価点（200点満点）＝価格点（70点満点）＋技術点（130点満点） 

10 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

11 その他必要事項 

  (1) 代理人が入札を行う場合、代理人は入札書および提案書の提出前または提出と同時に入札執行者に委任状を提

出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名

を記入し、同じ印を押印すること。 

 (2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札は行わない。 

 (3) 一度提出した入札書および提案書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。 

 (4) 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。 

 (5) 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。 

  (6)  入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

   (7)  その他詳細は、入札説明書による。 

12 Summary 

 (1) Nature and quantity of the services required：Live Broadcasting of Boat Race Biwako official Youtube 

channel 

 (2) Deadline for tender：12：00(JST)，March 21th，2025 

(3) For further information，contact：Boat Race Biwako Bureau，Department of General Affairs，Shiga Pre 

fectual Government，located at １－１ Chagasaki，Otsu city，Shiga 520－0023，Japan TEL +81－77－522

－1122 
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健 康 福 祉 事 務 所 告 示 

 

滋賀県湖北健康福祉事務所告示第１号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

令和７年２月４日 

 滋賀県湖北健康福祉事務所長 嶋 村 清 志 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 
指定年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

ケアステー 

ションここ 

はな 

長浜市国友町 

613番地ジュネ 

ス国友103 

株式会社ｙｓｍ 

代表取締役 馬場善 

信 

長浜市南浜町 

785番地 
訪問介護 令和７.２.１ 2570301800 

 

滋賀県湖北健康福祉事務所告示第２号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した者のうち、次の者から

廃止の届出があった。 

令和７年２月４日 

 滋賀県湖北健康福祉事務所長 嶋 村 清 志 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 
廃止年月日 

スマイルデ 

イサービス 

センター 

米原市寺倉603 

番地の３ 

社会福祉法人近江薫 

風会 

理事長 田中薫 

米原市寺倉603 

番地の１ 
通所介護 2572400253 令和７.１.31 

介護・健康 

用 品 の ク 

ローバー 

米原市米原277 

番地 

ケア・オブ・クロー 

バー株式会社 

代表取締役 中村真 

理 

長浜市南高田 

町72番地12 

福祉用具 

貸与 

介護予防 

福祉用具 

貸与 

特定福祉 

用具販売 

特定介護 

予防福祉 

用具販売 

2572400303 令和７.２.１ 

 

 

 

 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


